
男女共同参画推進のための情報収集・情報発信

多様な選択を可能にするキャリア教育の推進

多様な性のあり方の理解増進と環境整備

（６）

（７） 被害者への相談体制の充実と安全保護・自立支援

男女共同参画社会に向けた地域環境整備

男女ともに働きやすい職場環境づくりの取組推進

働きながら子育て・介護に携わる人への支援充実

女性の意識向上・能力発揮のための支援と管理職への積極的登用

女性の就労・起業支援

市の審議会等への女性の積極的登用

女性リーダーを養成する施策の充実

地域社会における男女の対等な参画拡大

男女共同参画の視点をもった防災対策の推進

市民団体等の活動支援・連携促進

（20）

12

すべての人が意思決定過
程に参画できる地域社会
づくり

7 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
（16）

（17）

8 地域における男女共同参画の推進

（18）

（19）

高齢者・障害のある人・外国人等の社会参加支援

（10）

Ⅲ
家庭生活を基盤に性別に
とらわれず個性と能力を
発揮できる環境の整備

5 ワーク・ライフ・バランスの推進

（11）

（12） 家庭における男性活躍の推進

（13）

6 職場における女性活躍の推進
（14）

（15）

国際交流等を通じた多様な価値観への理解促進

Ⅱ
ジェンダー平等の下に心
身ともに健康な暮らしの
実現

3 ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶
ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向けた啓発・防止対策の推進

4
生涯にわたる健康づくりと安全・安心で
豊かな暮らしに向けた支援

（８）

男女共同参画社会を実現
するための多様性を尊重
する意識変革

1 男女共同参画に関する教育・啓発の充実

（１）

（２） 教育・保育の場での男女共同参画意識の醸成

性差とライフステージに応じた健康づくりの支援

（３）

2 多様性を尊重し共生できる環境の整備
（４）
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（５）

（９）

新　第６次計画の体系図（案）

計画目標 横断的視点
基本理念(条例第３条)
を踏まえた基本目標 基　本　的　施　策 具　体　的　施　策

女性
活躍

法の位置付け

女性
支援

旧（３）、県PS宣誓制度の要素を追加

女性支援新法の

位置付け

女性活躍推進法、DV防止法、女性支援新法

に定める計画であることの位置付け

市総合計画を勘案するとともに、

DE&Iの視点を強調

旧１、８、１０を再構築

旧１、１０を再構築、LGBT理解増進法を勘案

女性に限らないよう修正

旧３、６、９を再構築

旧５、６、７を再構築

旧４、５、７を再構築

旧４、５、７を再構築

一部を４へ移動

旧（１）、（４）、（２５）

旧（２）、（１９）

旧（２０）、地域・家庭へ波及する施策検討

旧（１）、（２６）

DV
防止

旧（５）

旧（６）

旧（７）、女性特有の健康課題への対策（女性活

躍推進法の改正見込）

旧（７）、（８）、（２７）女性
活躍

旧（１４）、（２３）、法改正に注視し、機能強化後の

NWECとの連携のあり方・センター設置を検討

旧（２４）

旧（９）、政治分野における自治体の責務強化

旧（１０）、（１１）、（１３）

旧（１４）

旧（１５）、（１６）、（１８）

旧（１３）、（１７）

旧（１７）

旧（１２）、（２１）

旧（２１）、（２２）

第５次計画では、女性活躍推進法、DV防止法、コロナ禍対応に関連する視点を記載しましたが、これらの要素は

条例の基本理念を踏まえた基本目標及び基本的施策を再構築することによって表現し、新たに沼津市男女共同参

画推進委員会での指摘事項や国の動向を参考にして、計画全体の推進において留意すべき事項を記載することと

しました。

①既往の計画を引き継ぎ、取組を進めるべき領域を明示するとともに各領域の相互作用を企図

②、③沼津市男女共同参画推進委員会で指摘のあった計画全体を通した課題を明示

沼津市男女共同参画推進条例第３条に定める６つの

基本理念（資料右下参照）を４つの目標に再構築

旧（９）、政治分野における自治体の責務強化

【沼津市男女共同参画推進条例 第３条に定める６つの基本理念】条

（１）男女の人権を尊重し、性別による差別的取扱いを受けることのない個性と能力の発揮

（２）性別による固定的な役割分担を反映した慣行にとらわれない、あらゆる分野における活動の自由な選択

（３）男女の対等な政策・方針決定過程への参画

（４）家庭生活における活動と職場、学校又は地域における他の活動との両立

（５）互いの性を理解し、妊娠、出産等の意思や権利を尊重するとともに、生涯にわたる身体的、精神的、社会的に良好な状態の生活

（６）国際社会の動向を踏まえた男女共同参画推進

資料７


